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は
し
が
き

越

智

重
　
　
明

　
加
藤
繁
氏
が
前
漢
時
代
（
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
漢
と
い
え
ば
前
漢
を
指
す
）
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　

摘
さ
れ
て
以
来
、
そ
れ
に
疑
問
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
筆
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。
戦
国
時
代
以
降
漢
初
ま
で

国
家
の
財
政
は
君
主
（
天
子
）
の
家
産
的
国
家
（
君
主
が
全
領
域
の
土
地
と
民
衆
と
を
直
接
的
に
私
産
と
し
て
把
握
す
る
形
態
の
国
家
。
氏
族
制
国

家
の
つ
ぎ
の
段
階
の
も
の
）
の
財
政
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
漢
初
、
諸
侯
王
は
少
な
く
と
も
財
政
面
で
自
律
性
が
強
く
、
そ
れ
な
り
に
家
産
国
家

財
政
を
も
っ
て
い
た
。
景
帝
の
と
き
そ
う
し
た
諸
侯
王
の
反
乱
が
あ
っ
た
。
そ
の
反
乱
が
平
定
さ
れ
て
の
ち
、
漢
の
国
家
の
権
力
の
質
的
変
化
一
整

備
強
化
が
行
わ
れ
、
（
景
帝
の
つ
ぎ
の
）
武
帝
の
と
き
そ
れ
が
一
段
と
進
ん
だ
。
武
帝
の
の
ち
、
君
主
（
天
子
）
が
そ
の
頂
点
に
立
ち
か
つ
そ
れ
を

代
表
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
天
子
（
個
人
）
か
ら
や
や
距
離
を
お
い
て
新
し
い
組
織
と
し
て
の
国
家
権
力
機
構
が
出
現
し
、
同
時
に
天
子
が
そ
の

側
近
（
内
済
の
諸
官
）
の
輔
佐
を
え
て
、
国
家
権
力
…
機
構
が
国
策
を
立
案
し
上
奏
し
た
も
の
を
決
裁
し
、
そ
れ
を
国
家
権
力
機
構
に
施
行
さ
せ
る
、

と
い
っ
た
こ
と
が
生
じ
た
。
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
は
右
の
過
程
で
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
あ
っ
て
も
帝
室
財
政
は

単
な
る
天
子
の
私
的
な
財
政
に
止
ま
ら
ず
、
国
家
の
銭
鋳
造
費
、
官
吏
・
諸
侯
王
列
侯
へ
の
定
期
賞
賜
の
費
、
大
官
の
退
任
・
卒
去
の
場
合
の
賞
賜
、

戦
争
時
の
賞
賜
な
ど
国
政
に
連
な
る
も
の
に
関
連
を
も
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
帝
室
財
政
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
に
見
て
家
産
国
家
財
政
が
後
漢
時

代
の
国
家
財
政
一
本
化
に
移
行
し
て
行
く
間
に
現
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
国
家
の
財
政
に
関
連
す
る
よ
う
な
も
の
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
前
漢
時
代
の
財
政
と
く
に
帝
室
財
政
を
中
心
に
、
秦
漢
時
代
の
国
家
の
財
政
を
と
り
あ
げ
る
。
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前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

第
一
節
　
漢
初
の
家
産
国
家
的
財
政

　
『
太
平
御
覧
』
譜
捻
治
道
部
八
賦
敏
に
引
く
桓
謳
新
論
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ワ
も

　
　
漢
定
以
来
、
百
姓
賦
敏
、
一
歳
為
四
十
余
万
万
。
吏
俸
用
半
半
。
余
二
十
万
万
。
中
子
都
内
学
士
銭
。
少
府
所
領
園
地
作
務
之
八
十
三
万
万
、

　
　
以
給
宮
室
供
養
諸
賞
賜
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
作
務
が
見
え
る
が
、
漢
書
巻
捲
九
サ
賞
伝
に
、
長
安
令
サ
賞
に
つ
い
て
、

　
　
乃
部
戸
曹
無
慮
押
詰
吏
艦
長
里
正
父
老
盛
人
、
雑
挙
長
安
中
軽
薄
少
年
悪
子
無
霊
泉
商
販
作
務
、
而
鮮
衣
畏
服
被
鎧
強
持
刀
兵
者
、
悉
籍
記
之
、

　
　
得
数
百
人
。
賞
一
朝
会
長
安
吏
車
数
百
両
、
分
行
収
捕
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
王
先
謙
の
こ
の
補
注
に
は
、
「
周
寿
訴
訟
、
作
務
、
工
技
之
流
。
見
貨
殖
伝
。
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
在
籍
は
（
市
住
・
専
業
の
）
商
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の
つ
け
ら
れ
る
籍
で
あ
る
。
こ
の
無
市
籍
は
「
商
販
作
務
」
に
か
か
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
際
、
軽
薄
少
年
悪
子
で
市
籍
が

無
い
も
の
が
商
業
活
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
記
述
と
し
て
成
り
立
つ
が
、
工
業
生
産
に
携
る
と
い
っ
た
記
述
は
成
り
立
ち
に
く
い
。
要
す
る
に
そ

こ
に
見
え
る
作
務
は
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
商
業
に
関
す
る
仕
事
と
さ
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
作
務
に
は
広
く
商
工
業
従
事
と
い
っ

た
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
す
る
に
新
論
の
作
務
は
そ
う
し
た
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
新
論
に
出
て
い
る
銭
額
は
、
銭
よ
り
外
の
も
の
（
穀
な
ど
）
で
納
め
た
も
の
を
も
銭
に
換
算
し
た
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
こ
の
点
は
あ
と
で
も
う
一
度
ふ
れ
る
。
）
ま
た
、
そ
こ
に
都
内
に
蔵
め
る
置
銭
が
見
え
る
が
、
禁
牢
は
一
般
的
に
い
っ
て
天
子
の
私
銭
で
あ
る
。

さ
て
漢
書
鹸
下
質
指
之
伝
を
見
る
と
、
元
帝
の
質
揖
之
へ
の
詰
問
に
対
す
る
掲
之
の
対
え
を
の
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、

　
　
臣
霧
以
往
者
完
軍
言
之
、
暴
師
、
曽
未
一
年
、
兵
出
百
石
千
里
、
費
四
十
余
万
万
。
大
司
出
銭
尽
。
廼
以
少
府
禁
銭
続
之
。

と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
、

　
　
師
古
日
、
少
府
銭
主
供
天
子
。
故
日
禁
銭
。

と
あ
る
。
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
る
と
大
司
農
が
そ
の
国
家
財
政
を
掌
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
少
府
は
そ
の
帝
室
財
政
を
掌
る
も
の
と
し

て
存
在
す
る
。
右
は
そ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
期
に
都
内
は
大
司
農
（
系
統
）
に
属
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
桓

課
新
論
の
都
内
は
そ
の
時
期
の
も
の
で
は
な
い
。
や
や
結
論
的
に
い
う
と
、
そ
れ
は
、
家
産
国
家
時
代
の
も
の
で
、
そ
の
国
家
の
財
政
収
入
は
す
べ
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て
天
子
の
私
収
入
（
広
義
の
禁
固
）
と
な
り
、
そ
れ
が
国
政
運
営
用
と
私
用
と
に
分
れ
て
い
た
が
、
新
論
の
都
内
．
（
限
定
さ
れ
た
用
法
と
し
て
現

　
わ
れ
て
い
る
）
禁
銭
は
前
者
に
関
す
る
も
の
、
豊
里
は
後
者
に
関
す
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
論
の
記
述
は
家
産
国
家
時
代
の

　
財
政
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
内
容
的
に
百
姓
の
受
章
を
収
め
る
も
の
と
、
（
少
府
の
掌
る
）
園
池
商
工
税
収
入
を
収
め
る
も
の
と
に
分
れ
て
い

　
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
右
の
園
池
は
山
川
藪
沢
海
浜
か
ら
の
収
益
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
（
心
墨
専
売
よ
り

　
前
で
は
）
塩
鉄
造
り
の
収
益
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
務
に
入
る
。
そ
れ
だ
け
に
右
の
園
池
は
そ
れ
を
除
い
た
も
の
と
な
る
。

　
　
さ
て
、
漢
書
蜷
廿
百
官
公
卿
表
上
に
、

　
　
　
治
粟
内
史
。
秦
官
。
掌
二
尊
。
有
両
丞
。
青
藍
後
元
年
（
西
紀
前
一
四
三
年
）
山
名
大
農
令
。
武
帝
太
初
元
年
（
西
紀
前
一
〇
四
年
）
、
更
名

　
　
　
大
司
農
。
属
官
有
太
倉
均
輸
平
準
都
内
籍
田
五
令
丞
。
（
下
略
）

　
と
あ
り
、

　
　
　
少
府
。
秦
官
。
掌
山
海
池
沢
之
税
、
以
給
共
用
（
天
子
の
私
用
）
。

｝　
と
あ
っ
て
、
秦
以
来
国
家
の
財
政
を
掌
る
の
に
治
寮
内
史
（
乃
至
そ
の
後
身
）
と
少
府
が
あ
っ
た
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
史
記
捲
三
平
準

　
書
に
、
漢
初
、
恵
帝
・
高
后
時
代
の
こ
と
を
述
べ
、

　
　
　
量
吏
禄
、
度
官
用
、
以
賦
於
民
。
而
山
川
園
池
市
井
租
税
之
入
、
自
天
子
以
至
慰
謝
湯
沐
邑
、
皆
各
面
私
奉
養
焉
。
不
領
於
天
下
之
経
費
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
あ
る
。
こ
れ
で
は
官
用
も
亦
民
に
賦
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
新
論
の
賦
敏
は
、
ま
ず
官
吏
の
俸
禄
を
引
き
去
っ
た
の
ち
そ
れ
を

　
都
内
の
蔵
に
収
め
、
そ
の
な
か
か
ら
官
界
運
営
の
費
用
を
と
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
少
府
に
入
る
商
工
の
収
益
税
、
園
池
の
収
益
税
よ
り
外
の
賦
－
賦
敏
と
し
て
は
、
田
租
と
人
頭
税
と
が
あ
る
。
漢
時
代
田
租
が
賦
で
あ
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

　
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
が
、
説
文
解
字
七
篇
に
、

　
　
　
租
、
田
賦
也
。

　
と
あ
る
の
は
、
漢
時
代
田
租
が
賦
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
人
頭
税
に
つ
い
て
は
、
漢
書
港
高
帝
紀
上
の
顔
師
古
の
注
（
以
下
、
漢
書

　
の
注
と
い
う
の
は
す
べ
て
顔
師
古
の
注
で
あ
る
）
に
、

　
　
　
如
淳
日
、
漢
儀
注
、
民
年
十
五
以
上
至
五
十
六
、
出
賦
銭
、
人
百
二
十
、
為
一
算
。
為
治
庫
兵
車
馬
。

　
と
あ
る
が
、
漢
時
代
の
人
頭
税
で
あ
る
算
賦
は
軍
事
費
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
年
少
者
の
人
頭
税
は
始
め
二
十
銭
で
天
子
の
私
用
に
供
さ
れ
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る
　

て
い
た
が
、
の
ち
武
帝
の
時
三
銭
が
増
加
さ
れ
て
軍
事
費
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
賦
銭
で
あ
る
。
漢
初
、
家
産
国
家
時
代
、
人
頭
税
の
賦
銭

の
殊
ん
ど
が
軍
事
目
的
税
で
あ
る
と
し
た
際
、
そ
れ
は
広
義
の
官
界
運
営
費
と
し
て
の
軍
事
費
に
あ
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
漢
書
質
掲
之
伝
に
、
元
亨
の
と
き
、
書
誌
之
が
天
子
の
詰
問
に
対
え
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
、

　
　
至
孝
武
皇
帝
元
狩
六
年
（
西
紀
前
＝
七
年
）
、
太
倉
之
粟
、
紅
霞
而
不
可
食
。
都
内
之
銭
、
貫
朽
而
不
可
校
。

と
あ
る
。
（
こ
の
元
狩
六
年
と
い
う
時
期
は
若
干
遡
ら
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
）
こ
れ
は
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
の
ち
、
大
司
農
の
管
掌

下
に
穀
物
の
蔵
で
あ
る
太
倉
と
銭
蔵
で
あ
る
都
内
と
が
あ
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
影
青
の
百
官
公
卿
表
の
記
述
と

合
致
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
家
産
国
家
時
代
、
都
内
が
禁
書
を
蔵
し
、
か
つ
少
府
の
管
掌
下
に
な
か
っ
た
、
ま
た
、
田
租
、
（
成
年
の
）
人
頭
税
が
賦

と
し
て
宿
昔
に
入
ら
な
か
っ
た
、
と
す
れ
ば
、
治
歯
内
史
の
も
と
に
は
都
内
と
太
倉
と
が
属
し
て
お
り
、
賦
敏
は
田
租
の
場
合
太
倉
に
、
人
頭
税
の

場
合
都
内
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
、
前
者
か
ら
文
武
官
吏
の
痛
言
を
支
給
す
る
が
、
前
者
の
残
り
と
後
者
と
が
都
内
に
集
め
ら
れ
、
そ
れ
で
軍
事
費

を
含
む
官
界
運
営
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
あ
る
い
は
、
後
者
か
ら
武
官
の
俸
緑
が
支
給
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
）
第
三
節
で
述

べ
る
よ
う
に
、
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
の
ち
、
大
司
農
の
管
掌
下
に
あ
る
太
倉
と
都
内
と
の
両
方
か
ら
軍
事
費
が
支
出
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

右
は
そ
の
原
型
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
桓
謳
新
論
に
百
姓
賦
敏
と
し
て
銭
額
だ
け
が
出
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
布
目
潮
楓
氏
が
指
摘
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
漢
時
代
、
官
吏
の
俸
緑
は
銭
建
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
定
の
換
算
率
に
よ
り
随
時
穀
で
も
支
給
さ
れ
た
。
新
論
は

そ
う
し
た
こ
と
（
と
人
頭
税
が
銭
建
で
あ
る
こ
と
）
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
官
吏
の
俸
腺
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
だ
け
に
そ
の
賦
敏
を
銭
建
で
計
算

し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
（
文
武
）
官
吏
へ
は
穀
支
給
も
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
史
記
捲
緬
陳
丞
相
世
家
に
、

　
　
孝
文
皇
帝
既
幽
明
習
国
家
事
。
朝
開
問
右
丞
相
勃
日
、
天
下
一
歳
観
望
幾
何
。
勃
謝
日
、
不
知
。
問
天
下
一
歳
銭
穀
出
入
幾
何
。
本
窯
謝
不
知
。

　
　
汗
出
沽
背
。
悦
不
能
封
。
於
是
上
亦
宝
勢
丞
相
平
。
「
平
日
、
有
主
者
。
上
目
、
主
者
謂
誰
。
平
日
、
陛
下
即
身
離
開
、
責
廷
尉
。
問
銭
穀
、
責
治

　
　
粟
内
史
。
上
日
、
筍
有
各
主
者
、
而
君
所
主
者
何
事
也
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
治
粟
内
史
が
国
家
財
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て
出
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
の
問
題
は
、
い
つ
一
応
家
産
国
家
財
政
を
脱
し
た
形
で
の
帝
室
財
政
と
国
家
財
政
と
の
分
離
が
行
わ
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
史
記

捲
一
景
帝
紀
中
六
年
（
西
紀
前
一
四
四
年
）
の
条
に
、

　
　
將
作
少
府
爲
將
作
大
匠
、
…
治
粟
内
史
爲
大
農
。
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と
あ
る
が
、
景
帝
の
中
六
年
に
將
作
倉
府
が
將
作
大
匠
と
改
称
さ
れ
早
耳
内
史
は
大
農
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
書
百
官
公
卿
二
上
に
、

　
　
將
作
少
府
。
秦
官
。
掌
治
宮
室
。
有
雨
丞
左
右
中
候
。
景
左
結
六
年
、
更
名
干
害
大
匠
。

と
あ
る
。
浜
口
重
国
氏
は
、

　
　
（
前
略
）
秦
代
漢
初
に
畑
作
少
府
と
い
っ
た
事
実
は
早
期
大
匠
の
職
と
少
府
の
職
と
が
古
く
は
同
一
官
庁
則
ち
華
府
で
管
掌
さ
れ
て
居
り
、
其

　
　
の
後
將
作
大
匠
が
独
立
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ア
　

と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
の
ち
の
將
作
大
匠
の
職
は
景
帝
の
中
六
年
ま
で
少
府
で
管
掌
し
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、
前
漢
時
代
將
作
大
匠
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

経
費
が
国
家
財
政
収
入
で
ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
繁
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
う
し
た
將
作
は
尊
志
少
府
の
存
在
よ

り
あ
と
の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
漢
王
朝
は
君
主
の
家
産
国
家
的
性
格
を
改
め
組
織
と
し
て
の
国
家
の
支
配
力
強

化
を
志
向
し
た
が
、
そ
れ
は
轟
轟
の
中
六
年
に
財
政
面
で
あ
る
程
度
実
現
し
た
、
と
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
百
官
公
卿
謹
上
に
よ
る
と
、
治
粟
内
史

が
大
農
と
改
め
ら
れ
た
の
は
区
署
の
後
元
年
（
西
紀
前
一
四
三
年
）
で
あ
る
。
中
六
年
と
後
元
年
と
の
一
年
の
ズ
レ
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
は
定
か

で
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
の
ズ
レ
は
殆
ど
問
題
に
な
ら
な
い
か
ら
、
一
応
中
六
年
の
こ
と
と
し
て
論
を
進
め
る
。
（
以
下
、
大
農
の
後
身
の
名
称
で

あ
る
大
司
農
に
大
農
を
含
め
て
述
べ
る
こ
と
が
あ
る
。
）

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
変
化
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
景
帝
の
三
年
（
西
紀
前
一
五
四
年
）
の
呉
楚
七
国
の
乱
の
平
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
ま
そ
れ
に
つ

い
て
考
え
て
み
よ
う
。
漢
書
讐
呉
王
演
伝
を
見
る
と
、
呉
楚
半
国
の
乱
の
中
心
人
物
呉
王
漫
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
ツ
カ
ハ
ス
　

　
　
獲
使
遺
諸
侯
書
日
、
…
呉
羅
錐
貧
、
寡
人
節
衣
食
用
、
積
金
銭
、
脩
兵
革
、
聚
糧
食
、
夜
以
縫
日
三
十
鯨
年
　
。
高
山
爲
此
。

と
あ
る
。
「
為
此
」
は
反
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
衣
食
の
用
を
節
し
た
と
い
う
の
が
「
積
金
銭
…
聚
糧
食
」
に
か
か
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
積
金
銭
」

と
一
つ
に
な
っ
て
、
「
脩
兵
革
、
聚
糧
食
」
に
か
か
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
前
者
で
あ
れ
ば
諸
侯
王
と
し
て
の
私
的
蓄
積
－
私
的
財
政
が
そ
の
国

の
公
的
財
政
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
後
者
で
あ
っ
て
も
そ
の
私
的
蓄
積
－
私
的
財
政
が
そ
の
国
の
公
的
財
政
と
し
て
現
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
脳
漿
が
貧
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
偽
り
で
あ
り
、
ま
た
反
乱
の
際
の
実
際
の
財
的
蓄
積
は
、
の
ち
に
述

べ
る
と
こ
ろ
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
国
の
銅
塩
収
入
を
蓄
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
右
は
諸
侯
王
の
国
に
お
け
る
財
政
が
、
い

わ
ば
家
産
国
家
的
財
政
と
し
て
一
本
化
し
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
漢
書
百
官
公
卿
表
上
に
、
高
帝
が
初
め
て
置
い
た
諸
侯
王
の
王
国
の
官
制
に
つ
い
て
、
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前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

　
　
諸
侯
王
、
高
帝
初
心
。
…
掌
治
其
國
、
有
太
傅
聖
王
。
野
史
治
中
心
。
中
尉
南
武
職
。
丞
相
統
県
官
群
卿
大
夫
都
官
。
如
漢
朝
。

と
あ
り
、
続
い
て
、

　
　
景
帝
中
五
年
（
西
紀
前
一
四
五
年
）
、
令
諸
侯
王
不
得
復
治
國
。
天
子
爲
置
吏
、
改
丞
相
日
歯
、
省
御
史
大
夫
廷
尉
粗
製
宗
正
博
士
官
。
大
夫

　
　
謁
者
郎
諸
官
長
丞
、
皆
損
其
員
。

と
あ
る
。
後
記
事
は
呉
楚
七
国
の
乱
が
景
帝
の
三
年
（
西
紀
前
一
五
四
年
）
平
定
さ
れ
て
の
ち
の
新
し
い
官
僚
機
構
づ
く
り
の
一
環
を
な
す
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
に
甘
雨
が
な
く
な
っ
た
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
漢
書
樟
百
百
官
草
露
に
、
王
国
の
官
つ
ま
り
右
で
い
う
諸
侯
王
の
官
に
つ
い
て
、

　
　
郎
中
令
、
一
人
。
…
本
注
日
、
心
中
令
掌
王
大
夫
市
中
宿
衛
官
。
来
光
心
耳
。
自
省
少
府
、
職
責
井
焉
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
か
つ
て
少
府
の
も
っ
て
い
た
職
務
が
す
べ
て
郎
中
中
に
移
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
さ
き
の
少
府
、
の
ち
の
郎
中
心
が
諸
侯

王
の
国
の
私
的
財
政
を
掌
っ
て
い
た
（
少
な
く
と
も
そ
の
相
当
部
分
を
掌
っ
て
い
た
）
の
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
文
章
の
と
き
斉
に
太
倉
令
生

干
公
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
太
倉
令
は
斉
王
国
の
田
租
の
蔵
の
令
と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
少
府
と
の
関
連
は
わ
か
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
諸
侯
王
の
国
の
な
か
に
は
財
政
が
極
め
て
豊
か
な
も
の
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
漢
書
呉
餌
採
伝
に
、
呉
楚
七
宝
の
乱
を
お
こ
し
た
三

王
湯
に
つ
い
て
、

　
　
弾
発
痛
罵
郡
銅
山
。
即
招
致
天
下
亡
命
者
、
盗
鋳
銭
。
東
煮
海
水
爲
塩
。
以
故
無
賦
、
國
用
饒
足
。
…
其
居
國
、
以
銅
明
前
百
姓
無
賦
。
卒
践
更
、

　
　
輯
予
平
頁
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
呉
曲
面
が
山
沢
海
浜
か
ら
の
銅
塩
収
入
が
あ
る
の
で
百
姓
の
賦
を
免
じ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
賦
は
催
役
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。

　
さ
て
、
後
漢
書
百
官
志
五
王
国
に
、

　
　
至
景
帝
時
、
呉
楚
七
半
三
盛
国
大
、
遂
以
作
齪
。
重
盗
漢
室
。
及
其
昔
滅
、
景
帝
懲
之
、
遂
令
諸
王
不
得
治
民
。
（
下
略
）

と
あ
る
が
、
呉
楚
臨
席
の
乱
以
降
、
漢
の
国
家
と
諸
侯
王
の
国
と
が
と
も
に
家
産
国
家
的
色
彩
を
強
く
も
っ
こ
と
、
つ
ま
り
天
子
と
諸
侯
王
と
が
同

質
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
を
な
る
だ
け
改
め
て
、
天
子
が
新
し
い
組
織
と
し
て
の
国
家
権
力
づ
く
り
を
し
ょ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
諸
侯
王
の
国
の

形
骸
化
を
図
っ
た
、
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
諸
侯
王
の
国
の
形
骸
化
は
直
ち
に
全
面
的
に
は
行
い
え
な
か
っ
た
。
景
帝
の
中
六
年
以
後
に
あ
っ
て
も
、
引
続
き
諸
侯
王
に
塩
鉄
収
入
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は
入
っ
て
お
り
、
の
ち
武
帝
の
塩
鉄
専
売
開
始
の
こ
ろ
ま
で
に
そ
れ
が
中
央
政
府
に
収
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
収
益
税
収
入
の
方
は
、
漢
書
燈

斉
属
王
次
昌
伝
に
、
武
帝
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
（
主
父
）
優
土
塁
用
事
。
美
言
斉
臨
蓄
十
萬
戸
。
市
葬
千
金
。
人
衆
股
富
、
鍾
於
長
安
。
非
天
子
親
弟
愛
子
、
不
得
王
此
。
入
フ
斉
早
掻
親
属
益
疏
。

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
武
帝
の
時
代
に
な
っ
て
も
商
益
に
課
す
る
収
益
税
の
収
入
は
残
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
の
ち
均
輸
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

準
な
ど
に
よ
っ
て
実
質
を
失
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
収
益
税
収
入
の
う
ち
の
田
の
租
税
は
の
ち
の
ち
ま
で
も
引
続
き
残
っ
て
い
る
。

な
お
、
漢
書
崖
田
叔
伝
に
、

　
　
（
前
略
）
於
是
上
賢
之
、
以
爲
魯
相
。
相
坐
具
、
官
民
以
王
者
其
財
物
、
自
言
最
早
鯨
人
。
早
取
其
渠
率
二
十
人
、
答
怒
之
、
日
、
王
后
汝
主
邪
。

　
　
何
敢
自
言
主
。
魯
王
聞
之
大
悪
。
（
下
略
）

と
あ
る
が
、
景
気
が
田
叔
を
魯
相
と
し
た
の
は
景
帝
の
中
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
呉
楚
禁
国
の
乱
平
定
後
も
し
ば
ら
く
は
諸
侯
王
に

民
を
治
め
さ
せ
る
こ
と
が
残
っ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

　
さ
て
、
前
漢
時
代
の
財
政
の
性
格
、
規
模
を
論
ず
る
際
、
通
常
、
い
ま
ま
で
と
り
あ
げ
た
桓
課
新
論
の
ほ
か
に
つ
ぎ
の
史
料
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
漢
書
嫌
王
嘉
伝
に
、
王
嘉
の
封
事
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
、

　
　
孝
元
皇
帝
、
奉
承
大
業
、
温
恭
少
欲
。
都
内
銭
四
十
万
万
、
水
笠
銭
二
十
五
万
万
、
少
府
銭
十
八
万
万
。
…
示
平
悪
偏
、
重
重
人
心
、
賞
賜
節
約
。

　
　
是
時
外
戚
貨
千
萬
者
少
耳
。
故
少
府
水
岳
見
銭
多
也
。
錐
虚
器
元
永
光
凶
年
飢
謹
、
加
有
繋
莞
之
変
、
外
奉
師
旅
、
内
振
貧
民
、
終
無
傾
危
喜
憂
。

　
　
以
府
藏
内
充
実
也
。

と
あ
る
。
そ
の
注
に
、
「
師
古
墨
、
言
不
費
用
、
故
蓄
積
也
。
」
と
あ
る
が
、
右
は
元
帝
が
節
倹
に
つ
と
め
た
結
果
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
歳
入
、

歳
出
に
関
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
新
論
の
記
述
だ
け
が
前
漢
時
代
の
財
政
規
模
を
示
す
殆
ど
唯
一
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
文
選
楚
文
永
明
九
年
策
秀
才
文
五
首
王
元
長
の
注
に
、

　
　
桓
子
新
論
日
、
漢
宣
以
來
百
姓
賦
銭
一
歳
蝕
一
十
萬
、
藏
於
都
内
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
定
」
が
「
宣
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
に
は
脱
落
が
大
き
い
が
、
そ
の
宣
も
亦
と
る
べ
き
で
な
い
の
は
い
ま
ま
で
見

て
き
た
と
こ
ろ
に
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
漢
書
燈
張
安
世
伝
に
、
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漢
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政
に
つ
い
て



前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

　
　
安
世
以
父
子
封
侯
在
位
大
盛
、
乃
辞
緑
。
詔
都
内
、
別
藏
青
畳
無
名
銭
、
以
百
萬
敷
。

と
あ
り
、
そ
の
注
に
、

　
　
文
穎
日
、
都
内
主
藏
官
也
。
張
曼
日
、
安
世
以
還
官
、
官
不
簿
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
無
名
銭
が
見
え
る
が
、
い
ま
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
南
肩
透
（
梁
）
南
康
簡
王
績
伝
に
、

　
　
績
寡
玩
好
、
少
嗜
欲
。
居
無
賃
妾
。
躬
事
倹
約
。
所
有
議
題
悉
寄
天
府
。
及
亮
後
、
少
府
有
南
都
國
無
名
銭
敷
千
萬
。

と
あ
る
。
南
丘
に
見
え
る
、
封
国
の
続
々
を
寄
せ
た
天
府
は
こ
の
際
少
府
と
同
じ
意
味
で
天
子
の
私
府
と
な
る
。
両
記
事
を
あ
わ
せ
る
と
、
無
名
銭

は
官
吏
が
そ
の
（
広
義
の
）
俸
豫
を
受
け
と
ら
な
い
た
め
生
じ
た
銭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
張
安
世
の
場
合
す
で
に
大
司
農
が
国
家
財

政
を
掌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
見
た
と
こ
ろ
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
右
は
当
時
大
司
農
に
属
す
る
都
内
が
官
吏
の
俸
隷
の
残
り
を
受
叙
し

た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
南
康
王
績
の
場
合
、
官
吏
の
俸
腺
は
尚
書
省
が
管
轄
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

少
府
に
無
名
銭
が
あ
っ
た
の
は
、
王
が
そ
れ
を
私
的
に
天
子
に
奉
献
し
た
、
と
い
う
形
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
い
ま
ま

で
の
考
察
を
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
の
ち
の
税
に
つ
い
て
若
干
の
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
商
工
収
益
税
は
算
置
銭
と
し
て
国
家
財
政
に
入

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
史
記
平
準
書
に
、
塩
鉄
税
収
入
が
帝
室
財
政
か
ら
改
め
て
　
国
家
財
政
に
入
っ
た
時
期
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
大
農
上
塩
鐵
丞
孔
僅
威
陽
言
、
山
海
、
天
地
直
黒
也
。
皆
宜
属
少
府
。
陛
下
不
私
、
以
属
大
農
、
佐
賦
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
「
山
海
、
天
地
之
藏
也
。
」
と
あ
る
の
は
、
山
海
つ
ま
り
山
沢
か
ら
の
収
入
を
代
表
す
る
の
が
塩
鉄
税
収
入
で
あ
っ
た
の
を
ふ
ま
え

て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
武
帝
の
と
き
山
海
の
収
入
の
大
宗
を
な
す
塩
鉄
収
入
が
国
家
財
政
収
入
と
な
っ
た
の
に
応
じ
て
、
他
の
山
海

に
属
す
る
税
の
な
か
に
国
家
財
政
収
入
に
入
っ
た
も
の
の
あ
る
の
を
予
測
さ
せ
る
。
（
撃
鉄
営
業
は
や
が
て
国
家
の
直
営
と
な
る
。
）
と
こ
ろ
で
、
漢

書
食
貨
志
上
に
は
、

　
　
時
大
司
農
中
丞
歌
壽
昌
、
以
降
爲
算
、
牛
店
功
利
、
得
幸
於
上
。
五
手
中
…
白
苦
海
租
三
倍
。
天
子
皆
從
悪
計
。

と
あ
る
。
五
鳳
は
翌
翌
（
在
位
西
紀
前
　
七
四
年
一
四
九
年
）
の
年
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
海
里
が
国
家
財
政
に
属
し
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
た
だ
し
、
漢
書
誰
＋
平
帝
紀

元
始
元
年
（
西
紀
一
年
）
六
月
の
条
に
、

　
　
置
少
府
海
丞
果
丞
各
一
人
。
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と
あ
り
、
こ
の
注
に
、
「
師
事
日
、
海
丞
主
意
税
、
果
馬
主
諸
果
実
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
海
市
が
依
然
帝
室
財
政
に
属
し
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
（
果

丞
は
園
税
を
主
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
）
さ
て
、
漢
書
流
元
帝
紀
初
元
元
年
（
西
紀
四
八
年
）
四
月
の
条
に
、

　
　
又
（
詔
）
日
、
…
江
海
肢
湖
園
池
属
少
府
者
、
以
假
貧
民
、
勿
租
賦
。

と
あ
る
。
こ
の
詔
は
裏
か
ら
続
む
と
、
海
狸
に
少
府
に
属
す
る
も
の
と
大
司
農
に
属
す
る
も
の
と
の
両
者
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て

海
税
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
そ
れ
は
す
べ
て
の
少
府
に
入
っ
て
い
た
が
、
武
帝
の
と
き
以
後
そ
の
あ
る
部
分
が
大
司
農
に
も
入
る
よ
う
に
な
っ
た
、

と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
変
化
は
蓋
し
江
海
陵
湖
園
池
の
税
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
後
漢
書
百
官
志
三
少
府
の
劉
昭
注
補
に
、

　
　
漢
官
日
…
（
少
府
）
古
皆
作
小
府
。

と
あ
っ
て
、
少
府
が
も
と
小
池
に
作
ら
れ
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
書
捲
先
導
湯
伝
に
大
府
が
見
え
る
。
そ
の
注
に
、

　
　
師
古
日
、
大
府
、
丞
相
府
也
。

と
あ
る
。
ま
た
、
漢
書
捲
六
杜
周
伝
に
大
府
が
見
え
る
。
そ
の
注
に
、

　
　
文
穎
日
、
大
府
、
公
府
也
。
師
古
日
、
大
府
、
丞
相
御
史
之
府
也
。

と
あ
る
が
、
大
府
は
蓋
し
少
府
”
小
婦
と
対
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
少
府
に
対
す
る
大
府
と
し
て
は
丞
相
府
あ
る
い
は
丞
相
府
と
御
史
大
夫
府
と
が

想
定
さ
れ
る
。
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第
二
節
　
大
内

　
史
記
景
帝
紀
中
六
年
の
条
に
、
一
連
の
官
制
改
革
の
一
つ
と
し
て
、

　
　
以
大
内
爲
二
千
石
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
大
内
が
見
え
る
。
そ
の
集
解
に
、

　
　
津
昭
日
、
大
内
、
京
師
府
藏
。

と
あ
る
が
、
大
内
は
京
師
に
あ
る
藏
で
あ
っ
た
。
本
節
は
そ
う
し
た
大
内
を
と
り
あ
げ
る
。

　
漢
書
鹸
上
厳
助
伝
に
、
武
帝
が
建
元
六
年
（
西
紀
前
＝
二
五
年
）
閾
越
を
賑
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

前
漢
の
財
政
に
つ
い
て



前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

　
　
准
南
王
安
上
書
諌
日
、
…
…
越
人
名
爲
藩
臣
、
貢
酎
之
奉
、
不
輸
大
内
。
一
壷
之
用
、
不
出
馬
事
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
藩
臣
で
あ
る
女
盛
の
調
質
が
大
内
に
入
る
べ
く
し
て
入
ら
な
い
と
あ
る
が
、
後
漢
書
期
首
禮
儀
志
上
上
陵
の
劉
評
注
補
に
、

　
　
丁
孚
漢
儀
日
、
酎
金
日
文
帝
所
加
。
以
正
月
旦
作
酒
。
八
月
成
。
名
酎
酒
。
貝
合
諸
侯
助
祭
貢
金
。
漁
期
金
布
令
日
、
皇
帝
星
宿
、
親
帥
群
臣
、

　
　
承
祠
宗
廟
。
群
臣
宜
分
黒
子
。
諸
侯
列
侯
、
各
以
民
口
数
、
率
千
口
奉
金
四
半
、
奇
不
満
千
口
、
至
五
百
口
、
華
奢
爾
。
皆
會
酎
。
少
府
受
。
（
下

　
　
略
）

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
少
府
が
酎
金
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
少
食
は
こ
う
し
た
酎
金
の
黄
金
の
検
査
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
書
繕
武

帝
紀
元
鼎
五
年
（
西
紀
前
＝
二
年
）
九
月
の
条
に
、

　
　
列
侯
坐
獣
黄
金
酎
祭
宗
廟
不
如
法
、
奪
爵
者
百
六
人
。

と
あ
り
、
そ
の
注
に
、

　
　
如
淳
日
、
漢
置
注
、
諸
侯
王
歳
暮
戸
口
、
酎
黄
金
於
漢
語
。
皇
帝
臨
、
受
章
金
。
金
紫
不
如
甲
信
、
色
悪
、
王
削
縣
、
侯
免
國
。

と
あ
る
。
こ
の
元
鼎
五
年
の
奪
爵
に
つ
い
て
は
、
史
記
平
準
書
に

　
　
盛
相
ト
遡
上
書
聖
、
…
南
越
反
。
臣
願
父
子
與
斉
習
船
尾
、
往
死
之
。
天
子
下
忌
日
、
…
…
今
天
下
不
幸
有
色
。
而
式
奮
願
父
子
死
之
。
錐
未
職
、

　
　
可
謂
概
形
於
内
。
…
…
布
告
天
下
、
天
下
莫
鷹
。
列
侯
以
百
敷
。
皆
書
置
從
軍
撃
先
・
越
。
至
酎
、
少
府
下
金
、
而
列
侯
坐
酎
金
失
侯
鶉
斑
鯨
人
。

と
見
え
る
。
こ
こ
に
「
少
府
省
金
」
と
あ
る
が
、
こ
の
集
解
に
、

　
　
如
淳
日
、
省
覗
諸
侯
金
有
輕
有
重
也
。
或
（
霧
を
）
日
、
至
嘗
曲
飲
宗
廟
時
、
少
目
二
念
金
多
少
也
。

と
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
少
府
が
黄
金
の
黄
金
の
検
査
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
府
が
酎
金
を
受
け

た
こ
と
の
一
環
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
武
帝
期
の
上
金
は
加
藤
繁
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
帝
室
財
政
に
入
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
漢
書
高
帝
紀
下

十
一
年
（
西
紀
前
一
九
六
年
）
二
月
の
条
に
、

　
　
詔
日
、
欲
省
賦
甚
。
今
献
未
有
程
。
吏
或
多
量
以
爲
献
。
而
諸
侯
王
本
震
。
民
疾
之
。
令
諸
侯
王
諸
侯
、
常
並
十
月
朝
献
、
及
蔵
置
目
頭
口
敷
、

　
　
率
人
歳
六
十
三
銭
、
以
給
獣
費
。

と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
六
十
三
銭
を
献
ず
る
も
の
が
男
女
す
べ
て
な
の
か
、
そ
れ
と
も
男
子
だ
け
な
の
か
、
ま
た
一
学
年
齢
の
も
の
な
の
か
、
そ
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れ
と
も
全
年
齢
の
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
、
高
云
誤
、
諸
侯
王
列
侯
か
ら
年
々
朝
貢
さ
れ
る
も

の
も
、
ひ
い
て
は
各
郡
か
ら
年
々
に
朝
貢
さ
れ
る
も
の
も
亦
、
天
子
の
私
用
に
入
っ
た
と
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
な
お
、
加
藤
氏
は
こ
れ
を
帝
室
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

政
収
入
と
認
め
て
お
ら
れ
る
。
か
く
て
、
大
内
は
、
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
か
れ
て
の
ち
、
少
府
に
属
す
る
藏
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
家
産
国
家
時
代
大
内
が
少
府
の
藏
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

　
ま
た
、
漢
書
捲
八
外
戚
恩
澤
侯
表
の
注
に
、

　
　
汝
淳
日
、
天
子
銭
藏
中
都
内
。
又
日
大
内
。

と
あ
る
。
漢
書
食
貨
言
上
の
中
段
官
の
注
に
、
「
師
古
日
、
三
都
官
、
京
師
諸
官
青
星
。
」
と
あ
る
。
（
こ
の
中
都
官
は
特
定
の
官
の
こ
と
で
は
な
い
。
）

右
の
中
都
内
は
蓋
し
京
師
に
あ
る
大
内
、
つ
ま
り
中
都
大
内
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
大
内
は
天
子
の
私
用
銭
を
藏
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
漢
書
厳
助
伝
の
注
に
、

　
　
慮
忌
日
、
越
國
假
遠
、
珍
奇
早
言
、
宗
廟
之
祭
、
皆
不
闘
魚
。
大
内
、
都
内
也
α
國
家
宝
藏
也
。
師
寧
日
、
百
官
公
卿
表
云
、
治
山
属
官
、
有

　
　
都
内
令
丞
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
応
勘
の
、
闘
越
の
よ
う
な
僻
遠
の
国
で
は
珍
奇
な
も
の
の
貢
献
と
宗
廟
の
祭
り
の
酎
金
の
貢
献
と
が
な
い
と
い
う
説
（
あ
る
い
は

制
度
と
し
て
貢
献
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
実
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
説
）
と
、
大
内
と
は
都
内
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
家
の
宝
藏
で
あ
る
と
い

う
説
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
応
勘
の
説
に
覆
う
と
都
内
1
1
大
内
は
自
ら
国
家
の
財
政
に
関
す
る
も
の
と
な
る
。
な
お
、
都
内
の
場
合
、
漢
書
王

嘉
伝
に
見
え
る
、
王
嘉
が
哀
帝
に
上
っ
た
封
事
の
な
か
に
、
前
引
の
よ
う
に
、

　
　
孝
元
皇
帝
、
奉
承
大
業
。
温
恭
少
欲
。
都
内
銭
四
十
万
万
。
水
衡
銭
二
十
五
万
万
。
少
府
銭
十
八
万
万
。

と
あ
る
。
こ
の
都
内
銭
は
大
司
農
の
銭
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
司
農
に
属
す
る
都
内
令
が
大
司
農
に
帰
す
る
銭
を
管
理
す
る
の
で
、
右
は
大

司
農
の
銭
を
都
内
銭
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
司
農
は
府
中
に
関
す
る
も
の
、
つ
ま
り
国
家
財
政
を
掌
る
も
の
で
あ
り
、
堅
靱
と
鶴
里
と

は
宮
中
に
関
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
帝
室
財
政
を
掌
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
書
外
戚
恩
澤
侯
表
に
、
堅
城
墨
田
延
年
に
つ
い
て
、

　
　
（
本
始
元
年
）
（
西
紀
前
七
三
年
）
、
八
月
過
未
封
。
二
年
夏
爲
大
司
暴
騰
都
内
銭
費
千
万
、
自
殺
。

と
あ
る
。
大
司
農
田
延
年
が
盗
ん
だ
都
内
の
銭
は
必
ず
や
大
司
農
の
管
掌
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
二
言
は
国
家
の
財
政
に
関
す
る
も
の
（
藏
）
と
し
て
大
内
と
都
内
と
を
同
一
と
し
、
一
方
二
号
は
大
内
を
天
子
の
私

一　11　一

前
漢
の
財
政
に
つ
い
て



前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

用
藏
…
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
の
ち
、
大
内
が
帝
室
財
政
を
掌
る
少
府
の
藏
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

さ
き
の
厳
言
伝
を
め
ぐ
る
検
討
で
明
ら
か
で
あ
る
。
大
内
が
天
子
の
私
用
藏
で
あ
る
と
い
う
性
格
は
、
こ
れ
を
家
産
国
家
時
代
に
遡
ら
せ
て
間
違
い

な
か
ろ
う
。
さ
て
、
応
報
は
後
漢
の
人
で
漢
官
儀
を
撰
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
完
全
な
形
で
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
現
存
の
も
の
に
も
後
漢

に
入
っ
て
か
ら
の
記
述
が
あ
る
。
例
え
ば
、
大
司
農
に
つ
い
て
、

　
　
初
等
吉
良
粟
内
史
。
掌
穀
貨
。
漢
因
之
。
景
帝
改
名
大
農
令
。
武
器
改
名
大
司
農
。
王
葬
釜
日
義
和
。
又
改
爲
納
言
。
東
漢
復
日
大
司
農
。

と
あ
っ
て
、
官
話
だ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
秦
時
代
か
ら
後
漢
時
代
ま
で
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
応
勘
の
説
明
が
後
漢
時
代
に
及

ぶ
べ
き
を
察
せ
し
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
か
ら
、
都
内
は
大
農
↓
大
司
農
の
愚
書
と
な
っ

て
い
る
。
さ
て
、
後
漢
書
黛
百
百
官
志
二
に
、

　
　
〈
漢
）
承
秦
、
凡
山
澤
破
池
之
税
。
名
日
禁
銭
。
属
少
府
。
世
重
患
属
司
農
。

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
漢
に
な
る
と
天
子
の
私
用
に
供
す
べ
き
収
入
も
亦
大
司
農
に
入
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

大
内
は
も
と
も
と
少
府
系
統
の
藏
で
あ
る
が
、
後
漢
に
な
っ
て
か
ら
国
家
財
政
に
帝
室
財
政
が
吸
収
さ
れ
た
形
で
財
政
一
本
化
が
生
じ
た
た
め
、
旧

来
大
内
の
藏
に
入
っ
て
い
た
も
の
も
そ
の
国
家
財
政
収
入
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
同
じ
（
新
）
・
国
家
財
政
の
藏
と
し
て
、
大
内
と
都
内

と
が
同
じ
性
格
と
な
っ
た
。
応
勘
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
、
「
大
内
は
都
内
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
国
家
の
宝
藏
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　
こ
こ
で
史
記
嘩
景
帝
紀
中
六
年
（
西
紀
前
一
六
六
年
）
の
条
を
見
る
と
、

　
　
更
命
廷
尉
再
勝
理
、
將
作
少
府
爲
製
作
大
匠
、
主
爵
中
尉
爲
都
尉
、
長
信
議
事
爲
長
信
少
府
…
治
粟
内
層
爲
大
農
、
以
大
内
爲
二
千
石
、
置
左

　
　
右
内
官
、
属
大
内
。

と
あ
る
。
出
典
漢
官
秩
差
次
に
よ
る
と
、
少
府
は
中
二
千
石
で
あ
る
。
少
府
の
属
官
が
二
千
石
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
丞
相
司
直
が
比
二
千
石
と
い
っ

た
例
が
あ
る
に
し
て
も
、
少
童
丞
さ
え
も
千
石
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
記
述
と
は
考
え
が
た
い
。
景
帝
紀
の
「
置
左
右
内
官
、
属
大
内
。
」
と
あ
る

と
こ
ろ
の
考
証
に
、

　
．
耳
玉
縄
日
、
百
官
表
無
考
。
照
日
、
漢
紀
、
改
諸
官
名
在
中
元
六
年
十
二
月
。
善
書
干
四
月
以
降
。
而
巨
益
官
名
又
不
蓋
載
。
何
欺
。
且
所
載

　
　
多
講
。
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と
あ
る
が
、
二
千
石
と
い
う
点
に
は
何
か
錯
誤
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
右
の
景
帝
紀
の
記
事
は
、
左
右
内
官
を
置
い
て
そ
れ
を
大
内
に
属
さ

せ
た
と
し
て
い
る
。

　
内
官
に
つ
い
て
は
、
漢
書
捲
一
一
一
上
律
暦
志
第
一
上
に
、
度
に
つ
い
て
、

　
　
度
者
、
分
寸
尺
丈
引
也
。
所
以
度
長
短
也
。
…
職
在
内
官
。
廷
尉
掌
之
。

と
あ
る
。
こ
の
注
に
、

　
　
師
古
日
、
内
官
署
名
也
。
百
官
表
云
、
内
官
、
長
丞
。
初
銀
玉
府
。
中
属
市
営
。
後
属
宗
正
。

と
あ
り
、

　
　
師
古
日
、
法
度
所
起
。
故
属
廷
尉
也
。

と
あ
る
が
、
か
つ
て
度
に
関
す
る
事
務
処
理
に
内
官
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
顔
師
古
は
そ
れ
を
署
名
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
）
内
官
に
つ
い
て
は
、
他
に
、
漢
書
摸
東
方
朔
伝
に
、
垂
耳
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
隆
慮
（
公
）
主
卒
。
（
公
主
子
）
昭
平
聖
日
驕
。
酔
殺
主
傅
。
心
良
内
官
。
以
公
主
子
、
廷
尉
上
請
請
論
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
ま
た
、
漢
書
捲
砒
畦
弘
伝
に
、
昭
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
（
前
略
）
孟
（
霧
）
友
人
内
官
長
賜
（
鷲
の
は
納
内
官
）
上
書
此
書
。

と
あ
る
。
ま
た
、
漢
書
騰
文
帝
紀
に
、
、

　
　
孝
文
皇
帝
、
高
租
中
子
也
。
母
日
薄
姫
。

と
あ
り
、
そ
の
注
の
な
か
に
、

　
　
臣
畷
日
、
漢
秩
禄
令
及
茂
陵
書
、
姫
並
内
官
也
。
秩
比
二
千
石
。
位
置
煙
好
下
、
在
八
子
上
。

と
あ
る
。
も
と
も
と
姫
は
婦
人
の
美
称
、
の
ち
衆
妾
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
女
官
の
称
号
と
な
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
て
、
漢
書
百
官
公
卿
表
上
に
、

　
　
初
内
官
属
少
府
、
中
属
主
爵
、
後
属
宗
正
。

と
あ
る
。
こ
9
こ
に
内
官
が
初
め
少
府
に
属
し
、
中
ご
ろ
主
爵
に
属
し
た
と
あ
る
が
、
主
爵
（
中
尉
、
の
ち
都
尉
）
と
い
う
名
称
は
武
帝
の
太
初
元
年
（
西

紀
前
一
〇
四
年
）
ま
で
し
か
存
在
し
な
い
。
大
内
は
引
き
続
き
若
書
に
属
し
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
が
、
そ
う
す
る
と
、
大
内
に
内
官
が
属
七
た
（
ひ

前
漢
の
財
政
に
つ
い
て
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前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

い
て
は
少
府
に
内
官
が
属
し
た
）
の
は
景
帝
の
中
六
年
か
ら
武
帝
の
太
初
元
年
ま
で
の
間
の
あ
る
時
点
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
第
三
節
前
漢
時
代
の
賞
賜

　
漢
書
質
揖
之
伝
に
、
す
で
に
一
部
を
利
用
し
た
が
、
聖
帝
の
と
き
、
買
指
之
が
天
子
の
詰
問
に
対
え
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、

　
　
至
孝
武
皇
帝
並
樹
六
年
、
太
倉
之
粟
、
紅
腐
心
不
可
食
。
都
内
之
銭
、
貫
執
心
不
可
止
。
廼
探
平
城
事
事
、
録
冒
頓
以
來
敷
青
螺
害
、
籍
兵
属

　
　
馬
、
因
富
民
、
以
擁
服
之
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
の
ち
、
大
司
農
の
管
掌
下
に
あ
る
、
穀
物
の
藏
で
あ
る
安
倉
と
銭
藏
で
あ
る
都
内
と
か
ら
軍

事
費
を
支
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
を
察
せ
し
め
る
。

　
さ
て
、
す
で
に
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
新
論
の
天
子
の
私
的
財
政
部
分
の
支
出
の
な
か
に
、
「
諸
賞
賜
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
加
藤
繁
氏
は

O
通
常
の
賞
賜
は
帝
室
財
政
の
負
担
に
属
し
、
少
府
も
し
く
は
水
衡
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
口
巡
幸
の
際
に
お
け
る
民
人
へ
の
賞
賜
の
費
用
は
国
家
財

政
を
掌
る
大
司
農
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
即
位
・
崩
御
・
立
皇
后
・
立
太
子
な
ど
の
際
に
民
に
給
わ
る
牛
尾
の
類
の
費
用
も
大
司
農
か
ら
支

出
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
四
捨
奴
征
伐
の
よ
う
な
大
戦
争
の
際
に
お
け
る
行
賞
の
費
用
は
大
司
農
か
ら
支
出
さ
れ
る
の
が
原
則
で
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

府
が
支
弁
す
る
の
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
っ
た
と
考
え
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
第
一
の
点
は
加
藤
氏
の
説
か
れ
る
通
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
第
三
の
点
は
史
料
的
に
何
と
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
第
二
の
点
と
第
四
の

点
と
で
あ
る
。
第
二
の
点
が
史
料
的
に
い
え
る
の
は
、
武
帝
の
聖
哲
元
年
（
西
紀
前
＝
○
年
）
の
と
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
帝
は
、
元
仁
元
年
、

朔
方
か
ら
泰
山
の
方
へ
巡
幸
し
た
が
、
そ
の
と
き
こ
と
を
史
記
平
準
書
に
、

　
　
於
是
、
天
子
北
到
朔
方
、
東
到
太
山
、
巡
海
上
。
蚊
北
邊
以
還
。
所
詮
賞
賜
捜
査
百
鯨
万
匹
。
銭
金
以
巨
万
計
。
皆
刻
足
大
農
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
史
記
封
暉
書
、
同
年
の
条
に
、

　
　
五
運
封
泰
山
、
至
於
梁
父
。
而
后
琿
粛
然
。
自
新
嘉
言
士
大
夫
更
始
。
賜
民
百
戸
牛
一
酒
十
石
。
加
年
八
十
孤
寡
布
吊
二
匹
。
復
博
・
奉
高
・

　
　
蛇
丘
・
歴
城
、
無
出
今
年
租
税
。

と
あ
る
の
と
大
体
同
一
の
事
実
で
あ
っ
て
、
平
準
書
に
い
う
吊
百
絵
万
匹
・
銭
金
巨
万
は
高
年
者
孤
身
等
に
賜
る
布
吊
牛
酒
等
の
費
用
で
あ
ろ
う
。

平
準
書
は
こ
の
費
用
が
大
司
農
か
ら
支
出
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
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つ
ぎ
に
第
四
の
点
で
あ
る
が
、
文
帝
の
と
き
征
伐
の
賞
賜
が
天
子
の
私
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
紙
屋
正
和
氏
の
指
摘

が
あ
る
樋
、
い
ま
筆
者
な
り
に
若
干
そ
れ
に
ふ
れ
て
お
く
。
質
誼
新
書
蜷
旬
奴
で
、
文
帝
の
と
き
の
旬
奴
と
の
戦
争
に
お
け
る
賞
賜
に
つ
い
て
、
賢

誼
は
対
旬
奴
策
と
し
て
三
表
と
五
餌
と
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
こ
で
質
誼
は
、
自
問
自
答
の
形
で
、

　
　
灘
北
、
建
三
表
、
蝉
騒
餌
、
盛
資
翁
主
、
禽
敵
國
、
而
后
止
、
軍
曹
多
也
。
悪
得
財
用
而
懸
軍
。
曇
日
、
請
無
銀
翼
御
府
警
三
尺
吊
。
然
而
臣

　
　
有
鯨
資
。
問
日
、
何
以
。
封
日
、
（
下
略
）

と
述
べ
て
い
る
。
御
府
は
少
府
の
属
官
で
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
か
ら
で
い
う
と
帝
室
財
政
の
一
管
掌
官
で
あ
る
。
質
誼
は
財
物
を
以

て
勾
奴
の
目
、
口
、
耳
、
腹
、
心
を
ひ
き
つ
け
て
降
服
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
五
餌
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
家
産
国
家
時
代
で
あ

る
だ
け
に
、
そ
れ
は
自
ら
天
子
の
財
府
中
の
三
珠
か
ら
支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
そ
こ
に

　
　
陛
下
幸
聴
臣
之
計
。
旬
奴
之
論
者
、
家
長
以
上
、
固
弊
衣
繍
、
家
君
者
必
衣
文
錦
。
將
開
銀
車
総
量
、
大
証
董
之
駕
、
四
馬
載
緑
蓋
、
表
敷
騎
、

　
　
御
鰺
乗
。
且
錐
里
子
之
出
入
也
、
不
早
耳
此
　
。
心
耳
写
照
者
時
時
得
此
而
賜
之
耳
。
一
國
聞
取
者
、
見
之
者
、
希
心
事
相
告
、
人
人
翼
幸
、

　
　
以
爲
吾
至
亦
可
以
得
此
。
將
以
壊
其
目
。

と
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
勾
奴
の
降
服
者
に
対
す
る
賞
賜
も
入
る
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
て
、
加
藤
氏
が
第
四
の
点
の
論
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
平
準
書
に
、
武
帝
の
元
仁
五
年
（
西
紀
前
＝
西
年
）
か
ら
元
朔
六
年
（
西
紀
前
一
二
一
二
年
）

に
か
け
て
の
対
旬
奴
戦
出
兵
に
つ
い
て
、

　
　
明
年
（
元
朔
六
年
を
い
う
）
、
大
寄
替
蓋
六
將
軍
、
侃
再
出
撃
胡
、
墨
黒
虜
万
九
千
級
。
捕
斬
首
虜
富
士
、
置
賜
黄
金
二
十
鯨
万
斤
。
虜
敷
万
人
、
皆
得
厚
賞
。

　
　
衣
食
店
立
縣
官
。
而
漢
軍
之
士
馬
死
者
十
蝕
万
。
兵
甲
之
財
、
転
漕
之
費
不
與
焉
。
於
是
大
農
陳
藏
連
壁
耗
。
賦
税
聾
心
、
猶
不
足
奉
戦
士
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
加
藤
氏
の
理
解
で
は
、
元
朔
六
年
の
賞
賜
の
黄
金
二
十
絵
万
斤
も
兵
甲
転
漕
の
費
用
も
悉
く
大
司
農
か
ら
支
出
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
加
藤
氏
は
、
平
準
書
に
、
元
狩
二
年
（
西
紀
前
一
二
一
年
）
の
条
に
、

　
　
其
明
年
（
元
狩
二
年
を
指
す
）
騨
騎
乃
再
出
撃
胡
。
車
首
四
万
。
蝉
茸
、
渾
邪
王
率
数
万
講
衆
來
降
。
於
是
漢
獲
車
二
万
乗
、
迎
之
。
既
至
、

　
　
受
賞
賜
。
及
有
功
之
士
。
是
歳
費
、
凡
百
蘇
巨
万
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
、

　
　
天
子
爲
伐
胡
、
盛
養
馬
。
馬
黒
煙
調
理
安
者
数
万
匹
。
詮
索
半
者
、
忌
中
不
足
。
乃
国
労
近
郡
。
食
卓
聖
者
皆
衣
食
縣
官
。
縣
勝
機
給
。
天
子
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乃
損
膳
、
解
乗
輿
駆
、
出
御
府
禁
藏
、
以
購
之
。

と
あ
る
記
事
、
及
び
平
準
書
に
、
元
狩
四
年
（
西
紀
前
＝
九
年
）
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
大
將
軍
騙
騎
大
出
撃
胡
。
得
首
里
八
九
万
級
。
賞
賜
五
十
万
金
。
漢
軍
馬
死
者
十
蝕
万
匹
。
転
漕
車
皆
済
費
不
與
焉
。
是
時
里
馬
。
学
士
頗
不

　
　
得
緑
　
。

と
あ
る
記
事
、
並
に
後
引
の
史
記
三
王
世
家
に
の
せ
ら
れ
た
、
元
狩
六
年
（
西
紀
前
＝
七
年
）
四
月
に
お
け
る
丞
相
青
習
ら
の
上
奏
の
記
事
に
よ
っ

て
、
元
受
二
年
大
司
農
の
財
政
が
極
度
に
窮
乏
し
、
御
府
の
禁
漁
を
出
し
て
縣
官
を
救
っ
た
後
に
あ
っ
て
は
、
軍
士
の
行
賞
の
如
き
は
主
と
し
て
内

幣
を
も
っ
て
支
弁
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
旬
奴
征
伐
の
よ
う
な
大
戦
争
の
際
に
お
け
る
行
賞
の
費
用
は
大
司
農
か
ら
支
出
さ
れ
る

の
が
原
則
で
、
少
府
か
ら
支
弁
す
る
の
は
む
し
ろ
例
外
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
る
、
と
い
っ
た
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
平
準
書
の
「
天
子
爲
伐
胡
」
の
項
の
記
事
は
、
加
藤
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
内
鼠
を
出
し
て
大
司
農
を
助
け
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
し

て
も
、
具
体
的
に
は
「
降
胡
の
生
活
費
を
下
官
が
出
す
べ
き
で
あ
る
の
に
そ
れ
を
出
し
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
に
対
し
御
府
の
禁
藏
か
ら
出
し

た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
賞
賜
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
（
こ
う
し
た
際
の
縣
官
は
国
家
、
具
体
的
に
は
大
司
農
と
な
る
）

　
こ
こ
で
、
史
記
捲
六
三
王
世
家
を
見
る
と
、

　
　
四
月
、
戌
寅
、
（
丞
相
荘
青
墨
等
）
奏
未
央
宮
。
…
陛
下
躬
親
仁
義
、
禮
行
聖
徳
、
表
裏
文
武
、
顯
慈
孝
之
行
、
廣
賢
能
之
路
。
内
褒
有
徳
、

　
　
外
討
彊
暴
、
極
臨
北
海
、
忌
避
月
掛
、
飼
奴
西
域
、
學
國
奉
師
。
輿
械
之
費
、
不
信
避
難
。
盧
御
府
之
藏
、
以
賞
北
越
。
開
禁
倉
以
賑
貧
窮
、

　
　
減
戌
卒
之
半
。
百
蛮
之
君
、
靡
不
郷
風
承
流
構
意
。

と
あ
る
。
こ
の
上
奏
は
元
狩
六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
元
戎
は
広
く
軍
士
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
禁
倉
を
開
い
て
貧
窮
を
賑
し
た

と
い
う
の
は
、
平
準
書
に
、

　
　
胡
降
者
皆
衣
食
県
官
。
県
官
不
給
。
天
子
乃
耳
隠
、
解
乗
輿
馴
、
出
御
府
禁
藏
、
以
謄
之
。

と
あ
る
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
戌
卒
の
半
ば
を
減
じ
た
と
い
う
の
は
、
漢
書
繕
武
帝
紀
元
狩
三
年
の
条
に
、

　
　
減
朧
西
北
地
上
郡
戌
卒
半
。

と
あ
る
の
を
指
し
て
い
る
。
さ
て
、
右
の
上
奏
は
武
帝
が
外
征
に
あ
た
り
軍
費
を
民
に
賦
せ
ず
、
帝
室
財
政
か
ら
軍
士
の
賞
賜
を
行
っ
た
、
と
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
上
奏
時
ま
で
の
と
く
に
大
規
模
な
外
征
は
元
期
五
～
六
年
、
元
狩
二
年
、
元
狩
四
年
の
三
回
あ
る
。
右
は
そ
う
し
た
外
征
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の
際
の
賞
賜
を
帝
室
財
政
か
ら
支
出
し
た
の
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
加
藤
氏
は
右
の
御
府
の
内
幣
を
支
出
し
て
軍
士
に
賞
賜
し
た
の

が
特
別
の
取
計
い
で
あ
っ
て
、
尋
常
の
事
例
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
上
奏
文
の
表
に
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
そ

う
し
た
こ
と
は
別
に
見
え
て
い
な
い
。

　
か
く
て
、
元
払
五
年
～
六
年
の
記
事
は
、
少
府
が
捕
斬
首
虜
の
戦
士
に
厚
く
賞
賜
を
与
え
、
虜
に
も
厚
く
賞
賜
を
与
え
た
。
た
だ
し
、
虜
の
生
活

の
費
用
、
（
戦
士
の
日
常
の
費
用
）
は
国
家
財
政
か
ら
出
し
た
。
漢
軍
の
馬
や
死
者
の
数
は
各
十
余
万
に
の
ぼ
っ
た
。
（
そ
れ
ほ
ど
の
大
戦
争
で
あ
っ

た
の
で
莫
大
な
）
軍
費
、
転
漕
の
費
用
が
い
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
上
の
費
用
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
軍
費
、
転
漕
の
費
用
は
大
農
1
1
大
司
農

か
ら
支
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
た
め
国
家
財
政
を
掌
る
大
司
農
の
旧
号
の
銭
は
な
く
な
り
、
国
家
財
政
に
入
る
（
年
常
の
）
賦
税
も
つ
き
た
が
、
そ
れ

で
も
戦
士
に
奉
ず
る
に
足
り
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
内
容
を
も
つ
も
の
と
な
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
て
の
ち
、
賞
賜
が
帝
室
財
政
（
長
府
）
か
ら
出
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
桜
狩
四
年
の
記
事
に
お
い
て
、
得
首
虜
へ
の
賞
賜
五
十
万
金
が
支
出
さ
れ
た
の
と
財
に
乏
し
い
た
め
戦
士
が
腺
を
え
な
か
っ
た
の
と
が
一

応
別
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
、
前
者
と
後
者
と
の
費
用
の
出
処
が
違
っ
て
い
た
、
前
者
は
帝
室
財
政

か
ら
支
出
さ
れ
、
後
者
は
国
家
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
転
漕
車
甲
の
費
つ
ま
り
戦
費
は
国
家
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
（
軍
馬

の
死
ん
だ
も
の
が
十
余
万
匹
で
あ
っ
た
の
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
）
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
た
め
国
家
財
政
は
底
を
つ
い
て
い
た
、
と

読
む
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
草
草
二
年
夏
出
兵
の
賞
賜
は
渾
邪
王
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
記
韓
百
汲
賠
伝
に
は
、
渾
極
位
が
降
っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
（
前
略
）
賠
日
、
…
渾
邪
率
敷
萬
之
衆
來
降
。
虚
府
庫
賞
賜
。
獲
良
民
重
重
、
讐
蛸
屋
驕
子
。
（
下
略
）

と
あ
っ
て
、
渾
邪
王
に
府
庫
を
虚
く
し
て
賞
賜
を
与
え
た
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
当
の
史
記
三
王
世
家
の
記
事
か
ら
そ
の
賞
賜
が
帝
室
財
政
か
ら

出
さ
れ
た
の
が
察
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
汲
賠
伝
に
、
右
の
記
事
の
ま
え
に
、

　
　
旬
奴
渾
邪
王
率
衆
來
降
。
漢
発
車
二
萬
乗
。
縣
官
無
銭
、
里
民
豊
頃
。
賃
量
匿
馬
。
馬
不
具
。
心
嚢
、
欲
里
長
軍
令
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
渾
邪
王
の
来
降
に
対
し
帝
室
財
政
面
か
ら
賞
賜
を
与
え
た
の
と
は
別
の
こ
と
と
し
て
、
学
芸
王
が
来
降
し
た
と
き
、
す
で
に
国
家

財
政
面
で
そ
れ
を
迎
え
る
た
め
の
銭
が
な
く
な
っ
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
少
な
く
と
も
武
帝
の
元
狩
二
年
ま
で
、
帝
室
財
政
収
入
が
忌
避
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
ゆ
ま
た
、
外
征
の
賞
賜
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“

が
帝
室
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
の
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

家
的
性
格
が
残
っ
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

第
四
節
　
好
並
隆
司
氏
の
高
説
を
め
ぐ
っ
，
て

国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
離
し
た
に
し
て
も
、
依
然
家
産
国

　
好
並
隆
司
氏
は
漢
時
代
、
田
租
が
国
家
財
政
に
入
る
と
い
う
従
来
の
定
説
は
漢
時
代
大
司
農
が
田
租
を
扱
う
と
い
う
常
識
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ

て
い
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
確
立
的
な
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
史
記
平
準
書
、
漢
書
食
貨
志
の
比
較
に
よ
る
と
、
田
租
は
帝
室
財
政
に
入
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

い
た
と
考
え
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
前
漢
期
に
お
い
て
は
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
好
並
氏
の
提
出
さ
れ
た
問
題
は

重
要
で
あ
り
、
か
つ
本
稿
の
考
察
と
直
接
関
係
す
る
の
で
本
節
は
そ
の
一
端
を
と
り
あ
げ
る
。

　
あ
る
い
は
誤
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
る
が
、
好
並
氏
の
見
解
の
要
点
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
史
記
平
準
書
孝
恵
高
后
の
条
の
、

　
　
ω
爲
天
下
初
繭
、
復
画
商
賞
之
律
、
然
市
井
之
子
孫
亦
不
得
仕
宙
軍
吏
、
個
ω
量
吏
禄
、
度
官
用
、
以
賦
於
民
②
而
山
川
園
池
市
井
租
税
之
入
、

　
　
自
天
子
以
至
干
封
君
湯
沐
邑
、
皆
各
爲
私
奉
養
焉
、
不
領
於
天
下
之
経
費
。

と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
文
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ
る
漢
書
食
貨
志
で
は
㈲
の
パ
ー
ト
が
㈹
「
上
於
盟
約
法
省
思
、
軽
田
租
、
長
里
而
税
一
」

と
改
あ
ら
れ
て
い
る
。
加
藤
繁
氏
は
㈹
の
「
而
」
の
と
こ
ろ
で
前
後
に
分
け
て
、
「
民
に
賦
し
た
」
の
は
人
頭
税
と
田
租
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
括
し

て
国
家
財
政
に
当
る
と
し
、
「
而
」
以
後
の
部
分
は
天
子
・
封
君
の
私
奉
養
の
収
入
部
分
を
明
示
し
た
も
の
と
考
え
、
漢
代
に
お
け
る
両
財
政
の
明

確
な
区
分
を
指
摘
し
た
。
こ
の
説
は
疑
う
余
地
の
な
い
も
の
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
加
藤
氏
の
㈹
ω
の
パ
ー
ト
の
解
釈
は
㈹
↓
㈲
ω
と
つ

な
が
る
文
脈
の
な
か
で
、
い
い
か
え
る
と
食
貨
志
の
改
訂
を
正
し
い
と
す
る
大
筋
の
な
か
で
理
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
食
貨
志
に
は
、

　
　
有
賦
有
税
、
税
謂
公
田
什
一
、
及
工
商
衡
虞
之
入
也
。
賦
共
車
馬
兵
甲
士
徒
之
役
、
充
実
府
庫
裡
與
之
用
。
税
給
郊
肚
宗
廟
百
神
之
祀
、
天
子

　
　
奉
養
、
百
官
腺
食
、
庶
事
之
費
。
民
年
二
十
受
田
、
六
十
臨
田
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
公
田
還
授
の
時
代
を
想
定
し
て
文
章
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
か
ら
限
定
的
に
史
料
を
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
郵
税
と
工
商
・
衡

虞
の
収
入
は
一
括
し
て
「
税
」
の
名
目
で
括
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
支
出
と
し
て
は
里
馬
、
宗
廟
、
百
里
の
祀
り
の
ほ
か
天
子
奉
上
と
百
官
腺
食
と
庶
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事
之
費
と
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
賦
は
車
馬
、
兵
甲
、
士
幌
の
役
の
費
用
と
し
て
支
出
項
目
に
入
っ
て
お
り
、
別
に
暴
挙

の
銭
物
を
賜
与
の
用
と
す
る
こ
と
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
賦
の
対
象
は
上
述
史
料
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
師
古
注
に
よ
る
と
、
「
賦
、
謂
鯉
口

議
財
。
」
と
あ
っ
て
人
頭
税
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
に
田
租
が
見
え
る
が
、
田
租
は
（
土
地
）
私
有
化
に
よ
っ
て
変
化
を
受
け
ず
、

本
来
の
共
同
体
的
性
質
を
漢
代
ま
で
変
ら
ず
に
も
ち
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
準
書
の
「
軍
吏
豫
、
度
官
用
、
以
賦
於
民
」
と
い
う
賦
は
、
民
か
ら
徴
す
る
の
意
で
あ
る
。
「
吏
豫
、
官
用
」
が
食
貨
志
の
「
百
官
禄
食
、
庶

事
之
費
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
税
の
支
出
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
㈹
ω
②
を
「
而
」
の
間
で
切
る
加
藤

氏
の
読
み
か
た
は
問
題
で
あ
っ
て
、
食
貨
志
「
上
し
か
ら
「
天
下
之
経
費
」
ま
で
を
す
べ
て
帝
室
財
政
の
叙
述
と
み
な
し
て
よ
い
と
思
う
。

　
平
準
書
で
は
㈲
は
商
人
の
こ
と
で
、
㈹
は
そ
の
税
の
こ
と
（
同
氏
の
表
現
に
よ
る
）
を
述
べ
て
趣
旨
が
一
貫
し
て
い
る
が
、
食
貨
志
が
㈹
と
し
た

た
め
に
㈲
、
㈹
ω
②
を
つ
な
い
で
㈹
②
を
切
り
離
す
と
い
う
加
藤
氏
の
説
が
成
り
立
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
田
租
が
大
司
農
（
国
用
V
に

入
る
と
い
う
衝
く
普
通
の
常
識
的
見
方
か
ら
、
疑
い
の
余
地
な
く
そ
の
構
想
が
生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
「
㈹

＋
㈲
ω
＋
㈹
②
」
が
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
常
に
斬
新
な
見
解
を
出
し
学
界
に
益
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
好
並
氏
で
あ
る
が
、
右
の
高
見
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
理
解
し
が
た
い
点
が
あ
る
。

以
下
そ
の
二
つ
を
述
べ
て
み
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
食
貨
志
の
㈹
⑧
ω
の
記
述
を
め
ぐ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
好
並
氏
は
㈹
を
も
と
囚
と
あ
っ
た
の

を
改
訂
し
た
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
私
見
で
は
、
㈲
は
も
と
も
と
個
と
は
内
容
的
に
連
続
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
㈲
は
商
人
に
つ
い
て

の
こ
と
で
あ
る
が
、
㈹
ω
は
御
衣
、
官
用
を
民
か
ら
と
る
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
民
が
限
定
的
に
商
人
を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
㈲
②
は
私
事
養
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
そ
の
市
井
の
租
税
に
は
右
の
商
人
の
納
め
る
租
税
も
入
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は

な
い
。
㈹
②
は
山
川
の
租
税
、
園
池
の
租
税
が
何
れ
も
天
子
以
下
の
私
奉
養
の
た
め
の
も
の
で
天
下
の
経
費
に
領
し
な
い
（
天
子
の
場
合
に
つ
い
て

い
え
ば
天
子
の
私
用
収
入
に
な
る
）
、
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
が
主
目
的
で
あ
っ
て
、
商
人
に
関
す
る
こ
と
を
主
な
記
述
内
容
と
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
食
貨
志
の
㈲
は
、
そ
の
上
の
「
天
下
既
定
、
民
亡
蓋
藏
。
自
天
子
不
能
具
醇
馴
、
而
將
相
半
乗
牛
車
。
」
に
続
く
も
の
で
、
㈹
の
上

は
高
湿
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
㈲
は
そ
の
上
の
記
事
に
は
内
容
的
に
連
続
す
る
け
れ
ど
も
、
㈲
ω
と
内
容
的
に
一
体
化
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
商
人
の
こ
と
を
主
な
記
述
内
容
と
し
て
い
る
㈲
と
も
内
容
的
に
関
係
は
な
い
。
要
す
る
に
、
㈲
ω
と
個
②
と
は
一
体
化
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
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前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

そ
れ
は
㈹
と
も
㈹
と
も
内
容
上
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
加
藤
氏
が
そ
う
し
た
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
㈹
が
㈹
と
つ
な
が
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
加
藤
氏
の
説
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
推
定
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
一

般
論
と
し
て
㈲
は
㈲
、
㈲
と
は
切
り
離
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
理
解
し
が
た
い
点
の
そ
の
二
は
、
漢
書
捲
駄
上
厳
助
伝
の
関
連
記
事
の
読
み
か
た
で
あ
る
。
同
慶
に
は
、
武
帝
が
兵
を
発
し
て
閾
楽
聖
郵
を
討
と
う

と
し
た
と
き
、
准
南
王
安
が
上
書
し
て
諫
め
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、

　
　
陛
下
以
四
海
爲
境
、
九
州
爲
家
、
八
藪
爲
圃
、
江
童
貞
池
。
生
民
之
属
、
皆
爲
臣
妾
。
人
徒
之
衆
、
足
軽
奉
千
官
之
供
。
租
税
之
収
、
足
以
給

　
　
乗
輿
之
御
。

と
あ
る
。
資
治
通
鑑
は
こ
れ
を
建
元
六
年
（
西
紀
前
＝
二
五
年
）
の
条
に
か
け
て
い
る
。
好
並
氏
は
こ
の
記
事
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
租
税
を
田
租
と

考
え
、
そ
れ
が
、
帝
室
財
政
に
入
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
租
税
之
収
、
足
以
給
乗
輿
之
御
。
」
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
武
帝
の
と
き

す
で
に
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
は
分
離
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
租
税
の
語
は
平
準
書
の
「
山
川
園
池
市
井
租
税
之
入
」
の
租
税
の
よ
う
に
山
沢

や
市
井
の
税
の
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
租
税
之
収
、
足
以
給
乗
輿
之
御
」
は
帝
室
財
政
収
入
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

「
人
徒
之
衆
、
足
以
奉
千
官
之
供
」
が
（
諸
官
の
費
用
に
供
す
る
た
め
の
）
国
家
財
政
収
入
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
比
し
て
い
る
、
つ
ま
り
両
者
で

国
家
の
全
財
政
収
入
を
述
べ
て
い
る
、
と
考
え
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
私
見
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
好
並
氏
の
田
租
が
前
漢
期
を
通
じ
帝
室
財
政
に
入
っ
た
と
す
る
高
見
に
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
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第
五
節
　
秦
時
代
の
財
政
を
め
ぐ
っ
て

本
節
は
、
い
ま
ま
で
見
て
ぎ
た
と
こ
ろ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
秦
の
家
産
国
家
の
財
政
の
一
端
に
ふ
れ
る
。

　
こ
の
際
ま
ず
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
家
産
国
家
時
代
の
税
体
系
で
あ
る
。
氏
族
制
時
代
が
終
り
家
産
国
家
の
時
代
に
入
る
と
、
そ
こ
に
は
新
し

い
税
体
系
が
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論
を
先
に
い
う
と
、
税
収
入
は
軍
事
目
的
税
の
人
頭
税
と
田
租
を
含
む
諸
収
益
税
と
に
大
別
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
漢
書
食
貨
志
上
に
、
い
わ
ゆ
る
井
田
制
の
税
法
に
つ
い
て
述
べ
、

　
　
有
賦
有
税
。
税
謂
公
田
什
一
服
工
商
本
膳
庫
入
也
。
賦
共
車
馬
兵
甲
士
徒
書
役
、
充
實
府
庫
賜
予
之
用
。
税
江
南
肚
宗
廟
百
神
之
祀
天
子
奉
養



　
　
百
官
緑
食
庶
事
之
費
。

と
あ
る
。
こ
の
注
に
、

　
　
師
古
日
、
賦
、
善
計
口
鼓
財
。
税
、
謂
牧
其
田
入
也
。
歩
一
、
謂
十
干
其
一
也
。
工
商
衡
虞
、
最
盛
罪
証
、
亦
取
其
税
者
。
工
有
技
巧
之
作
。

　
　
商
有
行
販
之
利
。
衡
虞
取
山
澤
之
材
産
也
。

と
あ
り
、

　
　
師
古
日
、
徒
、
衆
也
。
共
三
日
供
。

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
顔
師
古
は
賦
は
人
頭
税
で
軍
用
に
供
す
る
も
の
、
税
は
牧
益
に
対
し
か
け
る
税
で
祭
祀
、
天
子
の
私
用
、
官
界
の
費
用
（
俸

豫
を
含
む
）
に
供
す
る
も
の
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
正
し
い
が
、
い
ま
こ
う
し
た
こ
と
を
周
礼
の
税
制
と
対
応
さ
せ
て
見
て
み
よ
う
。

周
礼
家
宰
に
、

　
　
以
京
職
任
万
民
。
一
日
三
農
。
生
九
穀
。
二
日
園
圃
。
銃
草
木
。
三
日
目
衡
。
作
山
澤
心
材
。
四
日
藪
牧
。
養
蕃
鳥
獣
。
五
日
百
工
。
飾
化
八
材
。

　
　
六
日
商
頁
。
通
貨
賄
。
七
日
墳
婦
。
治
野
面
。
八
日
臣
妾
。
聚
愚
論
材
。
九
日
間
民
。
無
常
職
、
轄
移
執
事
。

と
あ
り
、

　
　
二
九
賦
白
材
賄
。
一
日
邦
中
稟
賦
。
二
日
四
白
電
池
。
三
日
邦
白
面
賦
。
四
回
戦
自
室
賦
。
五
日
面
白
之
賦
。
六
日
邦
都
之
賦
。
七
日
關
市
之
賦
。

　
　
八
日
山
澤
之
賦
。
九
日
弊
鯨
之
賦
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

と
あ
る
。
前
者
は
人
頭
税
、
後
者
は
牧
益
税
で
あ
る
。
こ
れ
は
右
の
食
貨
志
の
税
制
と
基
本
的
に
相
応
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
九
賦
の
賦
の
用
法
は

食
貨
志
の
賦
と
は
違
っ
て
牧
益
税
の
こ
と
で
あ
る
。
賦
の
用
法
は
別
稿
で
と
り
あ
げ
た
樋
、
要
す
る
に
、
あ
る
時
期
以
後
の
賦
は
国
家
が
直
接
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
く
ば
り
つ
け
そ
れ
を
納
め
さ
せ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
こ
の
両
者
の
賦
の
用
法
の
違
い
は
こ
う
し
た
わ
く
の
な
か
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
野
営
の
記
述
は
家
産
国
家
時
代
の
理
想
像
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
税
制
を
ふ
ま
え
た
さ
き
の
漢
書
食
貨
志
の
記
述
も
亦
、
家
産
国
家
時

代
の
理
想
像
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
漢
書
食
貨
志
上
を
見
る
と
、
漢
の
武
豊
の
と
き
の
董
増
量
の
上
言
を
の
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
董
仲
齢
は
、

　
　
古
者
税
民
不
過
什
一
。
其
易
易
共
。
…
至
秦
則
不
時
。
用
商
鞍
之
法
、
改
帝
王
之
制
、
除
井
田
、
民
得
費
買
。
富
者
田
芹
地
墨
、
貧
者
亡
立
錐

　
　
之
地
。
又
頷
川
澤
之
利
、
管
山
林
之
饒
。
荒
淫
越
制
、
喩
修
以
甲
高
。
…
田
租
口
野
塩
鐵
之
利
、
二
十
倍
於
古
。
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前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
秦
の
（
催
役
を
除
く
）
民
衆
へ
の
重
い
負
担
を
示
す
も
の
と
し
て
田
租
口
陸
海
鉄
の
税
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
口
賦

は
一
般
的
な
意
味
で
の
人
頭
税
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
塩
鯨
の
税
は
賦
に
入
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
塩
鉄
製
半
里
第
七
に
、

　
　
文
學
日
、
…
商
二
割
重
刑
哨
法
、
爲
秦
國
基
。
故
二
世
而
奪
。
…
賦
敏
既
煩
数
。
慮
外
禁
山
澤
之
原
、
内
設
百
倍
之
利
、
民
無
所
自
説
容
言
。
（
下

　
　
略
）

と
あ
る
。
こ
の
百
倍
の
利
は
塩
鉄
税
収
入
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
賦
敏
も
鍛
鉄
収
入
を
含
ま
な
い
。
ま
た
、
塩
鉄
単
勝
耕
第
五
に
、

　
　
呉
王
專
山
澤
之
饒
、
薄
賦
其
民
。

と
あ
る
の
は
山
沢
（
具
体
的
に
は
響
銅
）
牧
入
と
賦
と
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
秦
の
塩
田
の
牧
益
税
は
賦

敏
に
入
る
。
つ
ま
り
、
右
は
賦
の
一
用
法
で
、
そ
れ
か
ら
塩
鉄
税
が
す
べ
て
賦
に
入
ら
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、

家
産
国
家
時
代
、
税
と
し
て
人
頭
税
と
牧
益
税
と
が
あ
っ
た
。
の
ち
牧
益
税
か
ら
田
租
が
分
れ
、
人
頭
税
、
田
租
、
牧
益
税
（
塩
鉄
税
な
ど
を
代
表

と
す
る
）
を
並
称
す
る
こ
と
が
生
じ
た
。
右
の
上
言
は
そ
の
三
者
を
並
称
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
賦
で
あ
っ
た
、
と
し
て
理
解
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
リ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
の
ち
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
田
租
は
現
実
に
共
益
を
勘
案
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
定
額
の
も
の
と
な
る
。
）

　
な
お
、
秦
の
税
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
人
頭
税
（
右
の
上
言
で
い
う
口
賦
）
の
場
合
、
史
記
嫌
張
耳
伝
に
、

　
　
聯
盟
縣
、
説
其
壁
厚
日
、
秦
爲
齪
政
虐
刑
、
輪
番
賊
天
下
、
敷
十
年
　
。
北
有
長
城
之
役
、
南
有
五
嶺
之
戌
。
外
内
騒
動
、
百
姓
罷
徹
。
’
頭
會

　
　
箕
敏
、
以
供
軍
費
。
財
置
力
霊
、
民
不
柳
生
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
頭
前
世
敏
し
て
軍
費
に
供
す
る
、
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
来
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
人
頭
税
を
軍
費
に
供
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
人
頭
税
は
少
府
に
輸
さ
れ
て
い
る
。
准
南
子
藷
＋
氾
論
訓
に
、

　
　
秦
之
時
…
頭
會
箕
賦
、
輸
干
少
府
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
あ
る
の
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
人
頭
税
が
麗
な
る
べ
き
が
自
ら
物
語
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
牧
益
税
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
頭
税
、
田
租
と
一
体
化
し
た
形
で
現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
史
記
談
李
斯
伝
に
、
二
世
皇
帝

の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
又
作
阿
房
之
宮
、
指
樽
馳
道
、
印
影
愈
重
、
戌
催
金
離
。
於
是
表
屋
卒
陳
勝
心
廣
等
乃
作
齪
、
起
於
山
東
、
傑
俊
相
立
。
（
下
略
）

と
あ
り
、
牢
獄
に
入
っ
た
李
斯
が
天
を
仰
い
で
歎
じ
た
も
の
の
な
か
に
、
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（
二
世
）
作
爲
阿
房
之
宮
、
賦
敏
天
下
。
吾
非
不
諌
也
。
而
不
吾
等
也
。
…
専
行
逆
於
昆
弟
、
不
顧
其
上
。
侵
殺
忠
臣
、
不
思
露
店
。
大
爲
宮
室
、

　
　
厚
賦
天
下
、
不
愛
其
費
。
二
者
已
行
、
天
下
不
聴
。
今
上
者
己
有
毛
下
之
半
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
相
ま
っ
て
始
皇
帝
の
と
き
以
来
の
阿
房
宮
の
造
営
の
費
用
が
民
衆
へ
の
賦
敏
に
よ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
、
史
記
懸

栢
八
准
南
王
安
伝
に
、

　
　
（
前
略
）
（
伍
）
被
日
、
往
者
法
則
無
道
、
残
賊
天
下
、
興
萬
乗
之
駕
、
作
阿
房
之
宮
、
牧
太
半
之
賦
、
獲
閻
左
之
戌
。
父
不
寧
子
、
兄
不
便
弟
、

　
　
政
苛
刑
峻
、
天
下
熱
然
三
焦
。
民
皆
引
領
而
望
、
傾
耳
前
論
、
悲
号
仰
天
、
細
心
而
怨
上
。
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
の
行
幸
の
費
用
と
阿
房
宮
を
つ
く
っ
た
費
用
と
の
た
め
太
半
の
賦
を
止
め
た
、
と
い
う
の
は
国
民
の
総
合
白
重
の
暑
を
賦
と
し
て
と
っ

た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
概
括
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
の
賦
は
税
の
総
合
名
詞
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
田
租
や
塩
鉄
税
も
当
然

入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
目
的
税
と
し
て
の
人
頭
税
は
強
い
て
い
え
ば
そ
れ
に
流
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
漢
書

食
貨
志
上
に
、

　
・
至
於
鰻
重
、
遂
井
天
下
、
内
藤
功
作
、
外
擁
夷
狭
、
牧
泰
半
意
向
、
胃
酸
警
士
戌
。
男
子
力
耕
、
不
足
糧
譲
。
女
子
紡
績
、
不
足
衣
服
。
蜴
天

　
　
下
之
資
財
、
以
奉
其
政
。
猶
未
足
以
澹
其
欲
也
。

と
あ
る
際
は
、
内
の
著
作
と
な
ら
ん
で
外
の
軍
費
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
・
「
3
の
賦
が
と
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
2
「
3
の
賦
を
牧
め
た
に

す
る
に
し
て
も
、
軍
費
を
ま
か
な
う
こ
と
を
含
め
た
こ
の
記
述
の
方
が
（
そ
こ
に
行
幸
の
費
用
が
記
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
）
よ
り
正
確
で
あ
る

と
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
史
記
李
斯
伝
に
、
李
斯
が
獄
中
か
ら
上
書
し
て
自
ら
の
七
つ
の
罪
を
述
べ
た
も
の
を
の
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、

　
　
緩
刑
罰
、
薄
賦
敏
、
以
遂
主
得
衆
之
心
、
萬
民
戴
主
、
死
而
斎
忌
。
罪
七
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
血
石
が
そ
の
忠
を
述
べ
、
以
て
二
世
を
激
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
賦
敏
も
税
そ
の
も
の
（
税
全
体
）
で
当

然
田
租
、
塩
鉄
税
、
人
頭
税
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
牧
益
税
は
す
べ
て
賦
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。
）

　
む
す
び

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
、
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
の
要
点
は
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

O
家
産
国
家
の
主
な
収
入
は
人
頭
税
と
（
田
租
を
含
む
）
収
益
税
と
で
あ
る
。
の
ち
こ
の
収
益
税
か
ら
田
租
が
分
離
し
、

人
頭
税
、
田
租
、
収
益
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前
漢
の
財
政
に
つ
い
て

古

税
（
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
、
塩
鉄
魚
経
営
に
よ
る
収
益
税
と
商
業
経
営
に
よ
る
収
益
税
）
を
並
称
す
る
こ
と
が
生
じ
た
。
（
武
帝
の
と
き
田
租
は

収
益
を
勘
案
す
る
定
額
と
な
っ
た
。
）

　
〔
［
秦
漢
を
通
じ
（
成
人
の
）
人
頭
税
は
軍
事
目
的
税
で
あ
る
。

　
日
桓
課
新
論
の
示
し
て
い
る
漢
の
財
政
は
家
産
国
家
時
代
の
財
政
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
治
粟
内
史
の
管
掌
す
る
藏
の
う
ち
太
倉
に
田
租
が
入
り
、

都
内
に
（
成
人
の
）
人
頭
税
（
と
も
に
賦
）
が
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
府
に
は
（
田
租
を
除
く
）
塩
鉄
商
業
園
池
な
ど
の
収
益
税
が
入
る
。
官

吏
の
俸
腺
に
あ
て
ら
れ
た
田
租
の
残
り
と
人
頭
税
は
都
内
に
藏
め
ら
れ
、
官
界
の
運
営
費
（
軍
事
費
を
含
む
）
と
な
る
。

　
四
の
ち
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
が
分
れ
た
と
き
、
治
粟
内
史
は
大
農
（
↓
大
司
農
）
と
し
て
国
家
財
政
管
掌
官
と
な
る
。
そ
こ
に
は
田
租
収
入
（
そ

れ
を
収
め
る
の
は
太
倉
）
の
ほ
か
に
、
人
頭
税
（
そ
れ
を
収
め
る
の
は
都
内
）
が
入
っ
た
。
の
ち
国
家
財
政
の
方
に
（
塩
鉄
専
売
が
始
ま
る
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

塩
鉄
業
経
営
に
よ
る
収
益
、
）
商
業
経
営
に
よ
る
収
益
そ
の
他
の
収
益
税
が
入
っ
て
行
く
。

　
㊨
大
内
は
も
と
も
と
天
子
の
私
用
藏
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
国
家
財
政
が
帝
室
財
政
を
吸
収
す
る
形
で
一
本
化
し
た
と
き
、
そ
の
（
新
）
国
家
財

政
の
藏
と
な
り
、
都
内
と
一
本
化
し
た
。
（
家
産
国
家
時
代
と
国
家
財
政
・
帝
室
財
政
並
存
時
代
と
で
は
禁
銭
の
用
法
に
ズ
レ
が
あ
る
。
）

　
因
家
産
国
家
財
政
が
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
に
分
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
国
家
と
同
様
家
産
国
家
財
政
を
も
っ
て
い
た
諸
侯
王
で

あ
る
呉
楚
七
国
の
反
乱
が
平
い
で
の
ち
、
景
帝
が
新
し
い
国
家
権
力
機
構
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
㈲
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
別
が
生
じ
て
か
ら
も
、
（
軍
事
費
は
国
家
財
政
か
ら
支
出
さ
れ
た
が
、
）
戦
争
時
の
賞
賜
は
帝
室
財
政
か
ら
支
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
っ
て
家
産
国
家
財
政
が
存
在
し
て
い
た
と
き
の
名
残
り
と
解
さ
れ
る
。

　
な
お
、
本
稿
は
も
と
、
武
帝
時
代
前
期
の
国
家
の
財
政
状
態
、
新
論
の
示
す
数
字
の
具
体
性
、
の
二
節
を
含
ん
で
い
た
が
、
紙
数
の
都
合
で
省
い
た
。

本
稿
の
続
篇
で
あ
る
「
王
葬
時
代
の
財
政
」
と
と
も
に
後
日
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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註

（
1
V
加
藤
繁
氏
、
「
前
代
に
於
け
る
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
並
に
帝
室
財
政
一
斑
」
（
『
支
那
経
済
史
考
証
上
巻
』
所
収
）
参
照
。

　
　
漢
時
代
の
財
政
制
度
に
つ
い
て
の
謬
論
と
し
て
、
山
田
勝
芳
氏
「
漢
代
財
政
制
度
に
関
す
る
一
考
察
」
（
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
第
一
部
B
第
2
3

　
　
巻
第
1
号
）
等
が
あ
る
。



（
2
）
市
庭
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
稿
、
「
漢
時
代
の
絡
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
（
東
洋
学
報
第
六
十
三
巻
第
三
・
四
号
）
で
述
べ
た
。
絡
銭
が
商
工
を
主

　
　
対
象
と
す
る
収
益
税
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
稿
参
照
。

（
3
）
賦
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
籍
と
賦
」
（
史
淵
第
百
十
三
輯
）
参
照
。

（
4
）
拙
稿
、
「
前
漢
時
代
の
恪
役
に
つ
い
て
」
（
法
制
史
研
究
2
5
）
参
照
。

（
5
）
睡
虎
出
土
秦
墓
竹
簡
に
は
太
倉
と
大
内
と
が
見
え
る
。

（
6
）
布
目
潮
楓
氏
、
「
半
銭
半
穀
論
－
宇
都
宮
清
吉
・
楊
朕
陞
両
教
授
の
論
争
を
め
ぐ
っ
て
」
（
立
命
館
文
学
第
一
四
八
号
）
参
照
。

（
7
）
浜
口
重
国
氏
、
「
漢
代
の
將
作
大
匠
と
其
の
役
徒
」
（
『
秦
警
急
玉
壷
の
研
究
上
巻
』
所
収
）
参
照
。

（
8
）
前
掲
、
加
藤
氏
論
文
参
照
。

（
9
）
紙
屋
正
和
氏
、
「
前
漢
諸
侯
王
国
の
財
政
と
武
帝
の
財
政
増
収
策
」
（
福
岡
大
学
研
究
所
報
道
3
7
号
）
参
照
。

（
1
0
）
・
（
1
1
）
・
（
1
2
）
前
掲
、
加
藤
氏
論
文
参
照
。

（
1
3
）
前
掲
、
紙
屋
氏
論
文
参
照
。

（
1
4
）
好
並
隆
司
氏
、
「
前
漢
帝
国
の
二
重
構
造
と
時
代
規
定
」
（
『
秦
漢
帝
国
史
研
究
』
所
収
）
参
照
。

（
1
5
）
周
礼
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
稿
、
「
周
礼
の
財
政
制
度
・
田
制
・
役
制
を
め
ぐ
っ
て
」
（
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
9
）
で
述
べ
た
。

（
1
6
）
前
掲
、
「
籍
と
賦
」
参
照
。

（
1
7
）
拙
稿
、
「
一
畝
二
百
四
十
歩
制
を
め
ぐ
っ
て
」
（
東
方
学
第
五
十
三
輯
）
参
照
。

（
1
8
）
平
中
苓
次
氏
、
「
漢
代
の
馬
口
銭
と
口
銭
」
（
『
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
』
所
収
）
・
拙
稿
「
漢
時
代
の
算
賦
を
め
ぐ
っ
て
」
（
．
購
醐
博
士
東
洋
史
・

　
　
考
古
学
論
集
』
所
収
）
参
照
。

（
1
9
）
前
掲
、
「
漢
時
代
の
絡
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

一　25　一

前
漢
の
財
政
に
つ
い
て


